
JP 5173164 B2 2013.3.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置に接続される内視鏡コネクタを備えた内視鏡であって、
　前記内視鏡コネクタの軸方向の一端から、前記軸方向に沿って第１の方向に延出して設
けられた光源装置に接続される光源接続用コネクタと、
　前記内視鏡コネクタにおける外周側部の第１の側において、第１のコネクタ口が前記第
１の側から離間する第２の方向を指向するよう、前記光源接続用コネクタに近接する位置
から突設された、前記外部装置の第１の電気接点に接続される第１の電気コネクタ部と、
　前記内視鏡コネクタにおける前記外周側部の前記第１の側とは１８０°反対側となる第
２の側において、第２のコネクタ口が前記軸方向に対して前記第１の方向とは１８０°反
対側であってかつ前記第２の方向とは９０°異なる第３の方向となる前記一端と反対側を
指向するよう、前記内視鏡コネクタの前記軸方向の他端に近接した位置から前記第２の方
向とは１８０°反対側である第４の方向に突設された、前記外部装置の第２の電気接点に
接続される第２の電気コネクタ部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　細長な挿入部と該挿入部の基端側に連設された操作部と該操作部に一端が接続されたユ
ニバーサルコードとを具備する内視鏡本体において、前記内視鏡コネクタは、前記ユニバ
ーサルコードの他端に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】



(2) JP 5173164 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

　前記第１の電気コネクタ部と前記第２の電気コネクタ部とは、突設方向が互いに異なる
方向を指向していることを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第１の電気コネクタ部に第１の電極が設けられ、前記第２の電気コネクタ部に第２
の電極が設けられており、
　前記第１の電極と前記第２の電極とは、前記突設方向において、互いに異なる方向を指
向していることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記第１の電気コネクタ部は、前記第２の電気コネクタ部に対向する前記内視鏡コネク
タの前記第１の側の位置から突設されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記内視鏡コネクタにおける前記第１の電気コネクタ部と前記第２の電気コネクタ部と
の間に、前記第１の電気コネクタ部及び前記第２の電気コネクタ部から放射されるノイズ
の授受を防止する遮蔽部材が設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記内視鏡コネクタは、内部空間を形成する外装部材を有し、
　前記遮蔽部材は、少なくとも外装部材からなる第１の遮蔽部材から構成されていること
を特徴とする請求項６に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記遮蔽部材は、前記内部空間において、前記第１の電気コネクタ部と前記第２の電気
コネクタ部との間を遮蔽する第２の遮蔽部材をさらに具備していることを特徴とする請求
項７に記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記遮蔽部材は、
　前記内部空間において、少なくとも前記第１の電気コネクタ部の前記内部空間の部位を
覆う第３の遮蔽部材と、
　前記内部空間において、少なくとも前記第２の電気コネクタ部の前記内部空間の部位を
覆う第４の遮蔽部材と、
　をさらに具備していることを特徴とする請求項８に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　前記第３の遮蔽部材は、少なくとも前記第１の電気コネクタ部の前記内部空間の部位を
覆う第１のカップ状部材と、該第１のカップ状部材を覆う第２のカップ状部材とを具備し
ていることを特徴とする請求項９に記載の内視鏡。
【請求項１１】
　前記遮蔽部材は、金属または樹脂、若しくは、金属及び樹脂から構成されていることを
特徴とする請求項６～１０のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項１２】
　少なくとも前記第２の遮蔽部材は、樹脂から構成されていることを特徴とする請求項８
～１０のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項１３】
　前記内視鏡コネクタ内に、該内視鏡コネクタから、前記ユニバーサルコードを介して前
記操作部まで延出するのと、前記ユニバーサルコード、前記操作部、前記挿入部を介して
、該挿入部の先端まで延出するのと少なくとも一方を構成する管路及びケーブルが挿通さ
れており、
 前記第２の遮蔽部材に、前記管路及び前記ケーブルが挿通される貫通孔が形成されてい
ることを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、外部装置に接続される内視鏡コネクタを備えた内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、内視鏡は、医療分野、工業用分野等において、広く利用されている。医
療用分野において利用されている内視鏡は、被検者の体腔内に細長の挿入部を挿入するこ
とによって、体腔内の臓器を観察したり、必要に応じて、内視鏡の処置具挿通管路に挿通
した処置具を用いて、体腔内の組織に対して治療、処置等をしたりすることができる。
【０００３】
　また、内視鏡の構成の一例としては、細長な挿入部と、該挿入部の基端側に連設された
操作部と、該操作部に一端が接続されたユニバーサルコードと、該ユニバーサルコードの
他端に設けられた外部装置に接続される内視鏡コネクタとにより、主要部が構成されてい
るものが周知である。
【０００４】
　尚、外部装置としては、内視鏡に光源を供給する光源装置や、内視鏡の、例えば挿入部
の先端において対物レンズを有するレンズ群の焦点位置に設けられたＣＣＤ等の撮像素子
の撮像制御及び撮像された内視鏡画像の画像処理等を行うビデオプロセッサや、吸引管路
を介して体腔内の体液等を吸引する際の吸引源となる吸引装置や、内視鏡の挿入部の先端
に設けられたレンズ群を進退させることにより、撮像画像の倍率を可変させる倍率制御装
置等が挙げられる。
【０００５】
　よって、内視鏡内には、内視鏡コネクタにおいて各種外部装置に接続される、例えば処
置具挿通管路に連通する吸引管路や、ライトガイド、撮像ケーブル及び倍率可変用ケーブ
ル等の信号ケーブルが挿通されている。
【０００６】
　また、内視鏡コネクタには、吸引管路や、ライトガイド、信号ケーブル等に対し、各種
外部装置をそれぞれ接続する複数のコネクタ部が設けられている。
【０００７】
　内視鏡コネクタの複数のコネクタ部と、各種外部装置との接続の一例を挙げると、先ず
、ライトガイド用のコネクタ部を光源装置に接続した後、撮像ケーブル用の電気コネクタ
部（以下、撮像用コネクタ部と称す）に、ビデオプロセッサから延出された電気ケーブル
（以下、ビデオプロセッサ用ケーブルと称す）を接続する。
【０００８】
　次いで、倍率可変用の電気コネクタ部（以下、倍率可変用コネクタ部と称す）に、倍率
制御装置から延出された電気ケーブル（以下、倍率制御用ケーブルと称す）を接続し、さ
らに、吸引用のコネクタ部に、吸引装置から延出されたチューブを接続する。このことに
より、内視鏡コネクタの複数のコネクタ部と、各種外部装置とは接続される。
【０００９】
　このように、内視鏡コネクタに、複数のコネクタ部が設けられており、該複数のコネク
タ部に、各種外部装置が接続される構成は、周知であり、例えば特許文献１に開示されて
いる。
【００１０】
　特許文献１では、内視鏡コネクタに設けられる複数のコネクタ部の内、特に入出力用の
電気コネクタに着眼し、第１の電気コネクタである撮像用コネクタ部と、第２の電気コネ
クタである倍率可変用コネクタ部とが、内視鏡コネクタにおいて同じ側に設けられる構成
が開示されている。
【００１１】
　このような構成によれば、撮像用コネクタ部に対するビデオプロセッサ用ケーブルの接
続方向と、倍率可変用コネクタ部に対する倍率制御用ケーブルの接続方向とが同じ方向と
なることから、撮像用コネクタ部と倍率可変用コネクタ部とに対する操作者による各種ケ
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ーブルの接続が容易となっている。
【特許文献１】特許３５１４９７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、各種外部装置から延出された各種電気ケーブルを、内視鏡コネクタの各種電
気コネクタ部に接続した後は、外部装置から内視鏡に各種電力等の電気信号が供給される
。例えば撮像素子駆動用の電気信号は、ビデオプロセッサ用ケーブル、撮像用コネクタ部
、撮像ケーブルを介して撮像素子に供給され、倍率可変用の電気信号は、倍率制御用ケー
ブル、倍率可変用コネクタ部、倍率可変用ケーブルを介して、レンズ群を進退させる進退
ユニットに供給される。
【００１３】
　ここで、電気信号の供給の際、撮像用コネクタ部とビデオプロセッサ用ケーブルとの接
続部、及び倍率可変用コネクタ部と倍率制御用ケーブルとの接続部は、撮像ケーブル及び
倍率可変用ケーブルから放射される電磁エネルギからなる放射ノイズが漏れ易い。
【００１４】
　よって、接続部から放射ノイズを漏らさないようにするには、各接続部における倍率可
変用コネクタ部に対する倍率制御用ケーブルのシールディング及び倍率可変用コネクタ部
に対する倍率制御用ケーブルのシールディングを、専用の部材を用いて行わなければなら
ず、倍率制御用ケーブル及び倍率制御用ケーブルを有する外部装置が大型化する一因とな
っていた。
【００１５】
　ここで、特許文献１に開示された構成においては、撮像用コネクタ部と、倍率可変用コ
ネクタ部とが、内視鏡コネクタにおいて同じ側に設けられているため、撮像用コネクタ部
に、倍率可変用コネクタ部から漏れた放射ノイズが侵入しやすい他、倍率可変用コネクタ
部にも、撮像用コネクタ部から漏れた放射ノイズが侵入しやすくなってしまうといった各
コネクタ間におけるノイズの授受の問題がある。また、両電気コネクタ部から漏れた放射
ノイズが相乗効果により、大きくなって、各電気コネクタ部や、他の外部装置に侵入して
しまう場合もある。
【００１６】
　尚、以上のことは、撮像用コネクタ部、倍率可変用コネクタ部に限らず、内視鏡に設け
られる入出力用の電気コネクタ部であれば、例えば挿入部の形状を検出する際に用いられ
る形状検知機構用の電気コネクタ部や、内視鏡の湾曲部を電動湾曲させる際に用いられる
電動湾曲制御装置用の電気コネクタ部等から漏れる放射ノイズ等であっても同様である。
【００１７】
　このような問題に鑑み、ノイズレベルを下げるため、各種外部装置から内視鏡に、通常
よりも強い電力を供給するといった対策も考えられるが、内視鏡は、医療装置であること
から、適切な供給電力から電力レベルを上げることは好ましくない。
【００１８】
　よって、以上から、外部装置が接続される入出力用の各電気コネクタ部間におけるノイ
ズ対策である、既知のＥＭＣ(Electromagnetic Compatibility)対策が、内視鏡に望まれ
ていた。
【００１９】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、外部装置から内視鏡に供給する電力レ
ベルを上げることなく、簡単な構成により、各電気コネクタ部間におけるＥＭＣ対策を施
すことができる内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡は、外部装置に接続される内視鏡
コネクタを備えた内視鏡であって、前記内視鏡コネクタの軸方向の一端から、前記軸方向
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に沿って第１の方向に延出して設けられた光源装置に接続される光源接続用コネクタと、
前記内視鏡コネクタにおける外周側部の第１の側において、第１のコネクタ口が前記第１
の側から離間する第２の方向を指向するよう、前記光源接続用コネクタに近接する位置か
ら突設された、前記外部装置の第１の電気接点に接続される第１の電気コネクタ部と、前
記内視鏡コネクタにおける前記外周側部の前記第１の側とは１８０°反対側となる第２の
側において、第２のコネクタ口が前記軸方向に対して前記第１の方向とは１８０°反対側
であってかつ前記第２の方向とは９０°異なる第３の方向となる前記一端と反対側を指向
するよう、前記内視鏡コネクタの前記軸方向の他端に近接した位置から前記第２の方向と
は１８０°反対側である第４の方向に突設された、前記外部装置の第２の電気接点に接続
される第２の電気コネクタ部と、を具備する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、外部装置から内視鏡に供給する電力レベルを上げることなく、簡単な
構成により、各電気コネクタ部間におけるＥＭＣ対策を施すことができる内視鏡を提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、以下に示す実施の形態にお
いては、内視鏡は、医療用内視鏡を例に挙げて説明する。
【００２３】
　図１は、本実施の形態の内視鏡を有する内視鏡装置の構成の概略を示す図、図２は、図
１の内視鏡を拡大して示す図、図３は、図２の内視鏡コネクタに設けられた撮像用コネク
タ部に、ビデオプロセッサ用ケーブルの接続部が装着される状態を示す部分斜視図、図４
は、図３のビデオプロセッサ用ケーブルの接続部が撮像用コネクタ部に対し回転されて固
定される状態を示す部分斜視図である。
【００２４】
　また、図５は、図２の内視鏡コネクタに設けられた倍率可変用コネクタ部に、倍率制御
用ケーブルが装着、固定される状態を示す部分斜視図、図６は、図２の内視鏡の内視鏡コ
ネクタを、光源接続用コネクタの方向からみた図である。
【００２５】
　図１に示すように、内視鏡装置１００は、内視鏡１と外部装置２００とにより主要部が
構成されている。
【００２６】
　図１、図２に示すように、内視鏡１の内視鏡本体１ｈは、体腔内に挿入される細長な挿
入部２と、該挿入部２の基端側に連設された操作部３と、該操作部３に一端が接続された
ユニバーサルコード２４と、該ユニバーサルコード２４の他端に接続された内視鏡コネク
タ２５とにより主要部が構成されている。
【００２７】
　挿入部２は、先端から順に、先端部１１と湾曲部１２と可撓管部１３とが連設されるこ
とにより主要部が構成されている。
【００２８】
　また、先端部１１の先端面１１ｍには、体腔内の像が集光される対物レンズ１６と、照
明光を体腔内へと照射する照明用レンズ１７とが設けられている。さらに、先端面１１ｍ
には、対物レンズ１６に対して、液体や気体を供給する送気送水ノズル１４と、吸引管路
５０（図７参照）を兼ねた処置具挿通管路の先端部１１側の開口１５とが設けられている
。
【００２９】
　尚、先端面１１ｍには、上述した部材、開口の他、例えば体腔内に液体や気体を供給す
るための前方送水ノズル等が設けられていても構わない。
【００３０】
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　また、先端部１１内には、対物レンズ１６を有する複数のレンズ群と該レンズ群を進退
させるための進退ユニット（いずれも図示されず）が設けられており、さらに、複数のレ
ンズ群の焦点位置には、対物レンズ１６に集光された体腔内の像を撮像する図示しないＣ
ＣＤ等の撮像素子が設けられている。尚、撮像素子は、操作部３内に設けられていても構
わない。
【００３１】
　挿入部２内には、撮像素子に対して電気信号である撮像信号や電力等の電気信号の送受
信を行うための撮像ケーブル７０（図７参照）と、照明用レンズ１７に対し照明光を供給
する図示しないライトガイドとが挿通されている。
【００３２】
　さらに、挿入部２内には、撮像素子により撮像される内視鏡画像の倍率を可変するため
、先端部１１内に設けられたレンズ群を進退させる電気信号を進退ユニットに供給する倍
率可変用ケーブル６０（図７参照）と、処置具挿通管路と、送気送水ノズル１４に連通す
る送気送水管路５１（図８参照）とが挿通されている。
【００３３】
　尚、挿入部２内には、その他の電気ケーブル、管路、湾曲部１２を湾曲させる図示しな
い湾曲操作ワイヤ等も挿通されているが、その構成は周知であることから、その説明は省
略する。また、挿入部２内に、上述した前方送水ノズルに連通する前方送水管路が挿通さ
れていても構わない。
【００３４】
　操作部３に、操作者によって把持される把持部１８が設けられており、把持部１８に、
挿入部２内に挿通された処置具挿通管路に対し、鉗子等の処置具を挿抜するための処置具
挿入口１９が形成されている。
【００３５】
　操作部３の基端側に、湾曲部１２を、上述した湾曲操作ワイヤを介して、例えば上下左
右の４方向に湾曲させる操作を行う湾曲操作ノブ２１と、送気送水ノズル１４から液体や
気体を吐出させるための操作を行う送気送水スイッチ２２とが設けられている。
【００３６】
　さらに、操作部３の基端側に、処置具挿通管路の先端部１１の開口１５から、体腔内の
体液等を吸引する操作を行う吸引スイッチ２３と、先端部１１内に設けられたレンズ群を
、進退ユニットへの電気信号の供給により進退させる操作を行うレンズ移動用レバー２０
とが設けられている。尚、操作部３の基端側に、その他のスイッチ類が設けられていても
構わない。
【００３７】
　また、操作部３及びユニバーサルコード２４内には、撮像ケーブル７０（図７参照）と
、ライトガイドと倍率可変用ケーブル６０（図７参照）と、処置具挿通管路に連通する吸
引管路５０（図７参照）と、送気送水管路５１（図８参照）とが挿通されている。尚、操
作部３及びユニバーサルコード２４内に、上述した前方送水ノズルに連通する前方送水管
路やその他の管路、その他の電気ケーブルが挿通されていても構わない。
【００３８】
　内視鏡コネクタ２５のコネクタ本体２６には、吸引管路５０（図７参照）に連通する吸
引口金２６１と、例えば内視鏡１と共に高周波メスを用いる場合において高周波メスの高
周波を帰還させるための高周波帰還端子２６２と、挿入部２、操作部３、ユニバーサルコ
ード２４内に前方送水管路が挿通されている場合、前方送水管路に連通する副送水口金２
６３と、送気送水管路５１（図８参照）に連通する送気送水口金２６４とが設けられてい
る。
【００３９】
　また、コネクタ本体２６のユニバーサルコード２４が接続された側と反対側の端部に、
後述する光源装置３１に接続自在な光源接続用コネクタ部２３２が設けられている。尚、
光源接続用コネクタ部２３２には、内部において、上述したライトガイドの端部が接続さ
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れている。
【００４０】
　さらに、コネクタ本体２６における円筒部位２６ｔにおいて、図２中、ユニバーサルコ
ード２４と光源接続用コネクタ部２３２とを結ぶ方向に設定した軸（以下、中心軸と称す
）Ｋに平行なコネクタ本体２６の第１の側となる一端側２６ｆに、図２、図６に示すよう
に、第１の電気コネクタ部である撮像用コネクタ部２３３が、コネクタ本体２６から離間
する方向を指向するように突設されている。尚、撮像用コネクタ部２３３には、内部にお
いて、後述する撮像ケーブル７０（図７参照）の端部が接続されている。
【００４１】
　また、コネクタ本体２６におけるユニバーサルコード２４側の中心軸Ｋに略垂直な突出
部位２６ｗにおいて、一端側２６ｆに対向するコネクタ本体２６の第２の側となる他端側
２６ｓに、図２、図６に示すように、第２の電気コネクタ部である倍率可変用コネクタ部
２１３が、例えばコネクタ本体２６に接続されたユニバーサルコード２４側を指向するよ
うに突設されている。即ち、倍率可変用コネクタ部２１３と撮像用コネクタ部２３３とは
、互いに異なる方向を指向して突設されている。尚、倍率可変用コネクタ部２１３には、
内部において、後述する倍率可変用ケーブル６０（図７参照）の端部が接続されている。
【００４２】
　吸引口金２６１には、外部装置２００の吸引装置２７から延出された吸引チューブ２８
が、図１に示すように接続される。尚、高周波帰還端子２６２、副送水口金２６３、送気
送水口金２６４にも、周知のように、所定の装置、及び各チューブが接続されるが、図示
されていないため、その説明は省略する。
【００４３】
　光源接続用コネクタ部２３２は、外部装置２００の光源装置３１に設けられた図示しな
いコネクタに挿入されて光源装置３１に接続される。
【００４４】
　また、撮像用コネクタ部２３３には、ビデオプロセッサ用ケーブル３５の他端の接続部
３５１が接続されている。尚、ビデオプロセッサ用ケーブル３５の一端は、外部装置２０
０の後述するビデオプロセッサ３４の第１の電気接点３４１に接続されている。
【００４５】
　ここで、撮像用コネクタ部２３３へのビデオプロセッサ用ケーブル３５の接続部３５１
の接続固定は、図３に示すように、接続部３５１が、撮像用コネクタ部２３３に装着され
た後、図４に示すように、接続部３５１が回転されて、接続部３５１及び撮像用コネクタ
部２３３に形成された図示しないカム等が係合し合うことにより行われる。
【００４６】
　倍率可変用コネクタ部２１３には、倍率制御用ケーブル４２の他端の接続部３４２が接
続されている。倍率制御用ケーブル４２の一端は、外部装置２００の後述する倍率制御装
置４０の第２の電気接点４４２に接続されている。
【００４７】
　ここで、倍率可変用コネクタ部２１３への倍率制御用ケーブル４２の接続部３４２の接
続固定は、図５に示すように、接続部３４２が倍率可変用コネクタ部２１３に装着される
ことのみにより行われる。
【００４８】
　尚、内視鏡コネクタ２５の内部の詳しい構成は、図７において後述する。
【００４９】
　図１に戻って、架台３７には、外部装置２００を構成する、吸引装置２７と、光源装置
３１と、ビデオプロセッサ３４と、倍率制御装置４０と、モニタ３６とが載置されている
。尚、架台３７には、内視鏡１に用いられるその他の装置が載置されていても構わない。
【００５０】
　吸引装置２７は、操作部３の吸引スイッチ２３が操作されることにより、処置具挿通管
路、吸引管路５０（図７参照）、吸引口金２６１、吸引チューブ２８を介して、体腔内の
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体液等を吸引するものである。
【００５１】
　光源装置３１は、光源接続用コネクタ部２３２、ライトガイド、照明用レンズ１７を介
して、体腔内に照明光を供給するものである。
【００５２】
　ビデオプロセッサ３４は、上述した撮像素子から、撮像ケーブル７０（図７参照）、撮
像用コネクタ部２３３、ビデオプロセッサ用ケーブル３５、第１の電気接点３４１を介し
て送信された画像情報を信号処理して、映像信号を生成し、該映像信号を内視鏡画像とし
てモニタ３６に表示するものである。また、ビデオプロセッサ３４は、撮像素子に電力等
の電気信号の供給も行う。
【００５３】
　倍率制御装置４０は、第２の電気接点４４２、倍率制御用ケーブル４２、倍率可変用コ
ネクタ部２１３、倍率可変用ケーブル６０を介して、先端部１１に設けられた進退ユニッ
トに電力等の電気信号を供給することにより、先端部１１に設けられたレンズ群を進退さ
せて、モニタ３６に表示される内視鏡画像の倍率を変化させるものである。
【００５４】
　次に、内視鏡コネクタの内部の構成について、図７～図１０を用いて説明する。図７は
、図６中のVII-VII線に沿う内視鏡コネクタをユニバーサルコードの一部とともに示す部
分断面図、図８は、図７の第２の遮蔽部材の構成の概略を、吸引口金、送気送水口金とと
もに示す斜視図、図９は、図７の第４の遮蔽部材の一例を示す斜視図、図１０は、図９の
第４の遮蔽部材の別の例を示す斜視図である。
【００５５】
　尚、以下、図７に示す内視鏡コネクタ２５の内部の構成は、本実施の形態に関わる主要
部以外の構成は周知であるため、他の内視鏡コネクタ２５の内部に構成されている部材は
、省略して示してある。即ち、図７においては、撮像用コネクタ部２３３、倍率可変用コ
ネクタ部２１３を主体として示している。
【００５６】
　図７に示すように、内視鏡コネクタ２５のコネクタ本体２６は、内部２６ｉに空間を有
する外装部材２６ｇを有している。尚、外装部材２６ｇ、２６ｗは、撮像用コネクタ部２
３３と倍率可変用コネクタ部２１３との間に設けられた、コネクタ部２３３及びコネクタ
部２１３から放射された（以下、漏れたと称す）放射ノイズＮが、互いのコネクタ部２１
３、２３３に、内視鏡コネクタ２５の外部における伝播により、侵入するのを防止する、
即ち外装部材２６ｇ、２６ｗは、各コネクタ２１３、２３３間の放射ノイズＮの授受を防
止する第１の遮蔽部材を構成している。
【００５７】
　尚、第１の遮蔽部材は、外装部材２６ｇ、２６ｗの一方であっても構わない。電極２１
３ｔと電極２３３ｔとを、外装部材２６ｇまたは外装部材２６ｗにより遮蔽しているため
、外装部材２６ｇと外装部材２６ｗとの一方のみの遮蔽であっても放射ノイズＮの授受を
防止することができる。
【００５８】
　また、外装部材２６ｇは、金属から構成されていても、樹脂から構成されていても構わ
ない。樹脂から構成されていれば、撮像用コネクタ部２３３及び倍率可変用コネクタ部２
１３付近の撮像ケーブル７０及び倍率可変用ケーブル６０から内部２６ｉに放射された放
射ノイズＮを、内部２６ｉ内において外部に対して遮蔽する、即ち閉じこめることが可能
となるし、金属から構成すれば、放射ノイズＮを、外装部材２６ｇにおいてグランドレベ
ルに落とすことができる。
【００５９】
　外装部材２６ｇの一端側２６ｆにおける円筒部位２６ｔに、上述したように、撮像用コ
ネクタ部２３３が突設されている。尚、撮像用コネクタ部２３３は、ケース部材２３３ｅ
と、中間部材２３３ｃと、電極固定部材２３３ｄと、複数本の第１の電極である電極２３
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３ｔとから主要部が構成されている。
【００６０】
　尚、電極２３３ｔは、後述する電極２１３ｔと異なる方向を指向している。また、電極
２３３ｔは、撮像用コネクタ部２３３の突出方向に突出した図７に示すようなピン状に形
成されていても構わないし、撮像用コネクタ部２３３に接続されるビデオプロセッサ用ケ
ーブル３５の他端の接続部３５１の接点がピン状を有しておれば、接続部３５１の接点が
嵌入される凹状に形成されていても構わない。
【００６１】
　具体的には、外装部材２６ｇの一端側２６ｆにおいて、円筒部位２６ｔの内周には、内
部２６ｉから、外方に突出する筒状のケース部材２３３ｅが、固定部材２６ｋを介して外
装部材２６ｇに固定されており、さらに、該ケース部材２３３ｅの内周には、中間部材２
３３ｃを介して、電極固定部材２３３ｄが固定されている。
【００６２】
　電極固定部材２３３ｄには、一端側２６ｆと他端側２６ｓとを結ぶ方向に貫通する複数
本の貫通孔が形成されており、該複数本の貫通孔には、複数本の針状の電極２３３ｔが、
それぞれ一端が内部２６ｉに位置され、他端がケース部材２３３ｅ内の空間に位置される
ように、嵌入されて固定されている。
【００６３】
　また、複数本の電極２３３ｔのコネクタ本体２６の内部２６ｉに位置される一端には、
外皮チューブが除去されてむき出しになった、撮像ケーブル７０を構成する複数本の信号
ケーブルがそれぞれ接続されている。
【００６４】
　さらに、複数本の電極２３３ｔの外部のケース部材２３３ｅ内の空間に位置される他端
は、ケース部材２３３ｅの外周に、ビデオプロセッサ用ケーブル３５の他端の接続部３５
１が装着された際、接続部３５１の複数の凹状の端子がそれぞれ嵌入される。このことに
より、撮像用コネクタ２３３と接続部３５１とは電気的に接続される。
【００６５】
　また、コネクタ本体２６の内部２６ｉにおいて、撮像用コネクタ部２３３の内部２６ｉ
の部位となる複数本の電極２３３ｔの一端及び撮像ケーブル７０のむき出しになった複数
の信号線を覆うように、カップ状の第３の遮蔽部材である遮蔽部材１１０が設けられてい
る。
【００６６】
　尚、遮蔽部材１１０は、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３との間
に設けられるものであり、撮像用コネクタ部２３３付近の撮像ケーブル７０のむき出しに
なった複数の信号線から内部２６ｉ内に放射される放射ノイズＮを遮蔽して、放射ノイズ
Ｎを遮蔽部材１１０内の後述する第１の空間２６ｉ１において閉じこめるものである。即
ち各コネクタ２１３、２３３間の放射ノイズＮの授受を防止するものである。
【００６７】
　具体的には、遮蔽部材１１０は、第１のカップ状部材１１１と、第２のカップ状部材１
１２とから構成されている。尚、第１のカップ状部材１１１と第２のカップ状部材１１２
とは、金属から構成されていても構わないし、樹脂から構成されていても構わない。また
、第３の遮蔽部材を、第２のカップ状部材１１２のみから構成しても構わない。
【００６８】
　第１のカップ状部材１１１は、複数本の電極２３３ｔの一端及び撮像ケーブル７０のむ
き出しになった複数の信号線を、外装部材２６ｇの内面と第１のカップ状部材１１１との
間において覆うように、中間部材２３３ｃにねじ等により固定されて設けられている。
【００６９】
　尚、第１のカップ状部材１１１の底部には、複数本の電極２３３ｔの一端に接続された
撮像ケーブル７０を、第１のカップ状部材１１１の外部に延出するための開口１１１ｋが
形成されている。
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【００７０】
　また、第２のカップ状部材１１２は、第１のカップ状部材１１１を、外装部材２６ｇの
内面と第２のカップ状部材１１２との間において覆うように、固定部材２６ｋにねじ等に
より固定されて設けられている。尚、図示されていないが、第２のカップ状部材１１２に
も、第２のカップ状部材１１２の内部から、内部２６ｉに撮像ケーブル７０を延出するた
めの開口が形成されている。
【００７１】
　また、外装部材２６ｇの一端側２６ｆに対向する他端側２６ｓに、上述したように、倍
率可変用コネクタ部２１３が突設されている。尚、倍率可変用コネクタ部２１３は、ケー
ス部材２１３ｅと、電極固定部材２１３ｄと、複数本の第２の電極である電極２１３ｔと
から主要部が構成されている。
【００７２】
　尚、電極２１３ｔは、電極２３３とは、異なる方向を指向している。また、電極２１３
ｔは、倍率可変用コネクタ部２１３の突出方向に突出した図７に示すようなピン状に形成
されていても構わないし、倍率可変用コネクタ部２１３に接続される倍率制御用ケーブル
４２の他端の接続部３４２の接点がピン状を有しておれば、接続部３４２の接点が嵌入さ
れる凹状に形成されていても構わない。
【００７３】
　具体的には、外装部材２６ｇの他端側２６ｓにおける中心軸Ｋに略直交する突出部位２
６ｗには、中心軸Ｋに平行にケース部材２１３ｅが固定されている。ケース部材２１３ｅ
は、ユニバーサルコード２４側に突出する円筒状の突出部２１３ｅｔと該突出部２１３ｅ
ｔに対向する位置に形成された孔部とを有している。
【００７４】
　また、ケース部材２１３ｅの孔部の内周には、電極固定部材２１３ｄが固定されており
、また、電極固定部材２１３ｄには、中心軸Ｋに対し平行に貫通する複数本の貫通孔が形
成されている。さらに、該複数本の貫通孔には、複数本の針状の電極２１３ｔが、それぞ
れ一端がコネクタ本体２６の内部２６ｉと連通する突出部位２６ｗ内に位置され、他端が
突出部２１３ｅｔ内の空間に位置されるように、嵌入されて固定されている。
【００７５】
　また、複数本の電極２１３ｔの突出部位２６ｗ内に位置される一端には、それぞれ、倍
率可変用ケーブル６０から延出された複数本の信号線が接続されている。
【００７６】
　さらに、複数本の電極２１３ｔの突出部２１３ｅｔ内の空間に位置される他端は、倍率
可変用コネクタ部２１３に、倍率制御用ケーブル４２の他端の接続部３４２が突出部２１
３ｅｔの外周を覆うよう装着された際、接続部３４２の複数の凹状の端子がそれぞれ嵌入
される。このことにより、接続部３４２と倍率可変用コネクタ部２１３とは電気的に接続
される。
【００７７】
　また、突出部位２６ｗにおいては、外装部材２６ｇ自体が、倍率可変用コネクタ部２１
３の内部２６ｉの部位となる複数本の電極２１３ｔの一端及び倍率可変用ケーブル６０か
ら延出された複数本の信号線を覆っている。
【００７８】
　このことにより、突出部位２６ｗにおける外装部材２６ｇは、倍率可変用コネクタ部２
１３付近の倍率可変用ケーブル６０から延出された複数本の信号線から内部２６ｉ内に放
射される放射ノイズＮを外部に対して遮蔽して、放射ノイズＮを内部２６ｉ内における後
述する第２の空間２６ｉ２内に閉じこめる第４の遮蔽部材を構成している。即ち、外装部
材２６ｇは、各コネクタ２１３、２３３間の放射ノイズＮの授受を防止するものである。
【００７９】
　また、突出部位２６ｗ内において複数本の電極２１３ｔの一端及び倍率可変用ケーブル
６０から延出された複数本の信号線を覆うように、カップ状の第４の遮蔽部材となるカッ
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プ状の遮蔽部材１２０が設けられていても構わない。尚、遮蔽部材１２０は、撮像用コネ
クタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３との間に設けられるものである。
【００８０】
　また、遮蔽部材１２０も、倍率可変用コネクタ部２１３付近の倍率可変用ケーブル６０
から延出された複数本の信号線から内部２６ｉ内に放射される放射ノイズＮを遮蔽して、
放射ノイズＮを遮蔽部材１２０内に閉じこめるものである。即ち、遮蔽部材１２０は、各
コネクタ２１３、２３３間の放射ノイズＮの授受を防止するものである。尚、遮蔽部材１
２０も、金属から構成されていても構わないし、樹脂から構成されていても構わない。
【００８１】
　また、遮蔽部材１２０は、倍率制御用ケーブル４２を遮蔽部材１２０内からコネクタ本
体２６の内部２６ｉに延出させるため、図９に示すように、一部に開口１２０ｋが形成さ
れた形状に形成されている。尚、開口１２０ｋに限らず、遮蔽部材１２０は、図１０に示
すように、一部に延出用の孔部１２０ｔが形成された形状に形成されていても構わない。
【００８２】
　コネクタ本体２６の内部２６ｉにおいて、外装部材２６ｇの内周面に円板状の接続部材
１４０が固定されて設けられている。接続部材１４０は、コネクタ本体２６の内部２６ｉ
に挿通される各種管路、信号ケーブルを保持する部材である。
【００８３】
　よって、接続部材１４０には、撮像ケーブル７０、倍率可変用ケーブル６０、吸引管路
５０が挿通される貫通孔が形成されている。尚、図示しないが、接続部材１４０には、さ
らに、送気送水管路５１（図８参照）や前方送水管路等のその他の管路や、他の信号ケー
ブルが挿通される貫通孔が形成されている。
【００８４】
　また、接続部材１４０が、倍率可変用コネクタ部２１３付近の倍率可変用ケーブル６０
から延出された複数本の信号線から内部２６ｉ内に放射される放射ノイズＮを外部に対し
て遮蔽して、放射ノイズＮを内部２６ｉの第２の空間２６ｉ２内に閉じこめる第４の遮蔽
部材を構成していても構わない。
【００８５】
　また、コネクタ本体２６の内部２６ｉにおいて、倍率可変用コネクタ部２１３及び撮像
用コネクタ部２３３付近から内部２６ｉ内に放射される放射ノイズＮを、内部２６ｉの第
１の空間２６ｉ１内及び第２の空間２６ｉ２内において遮蔽する、即ち閉じこめる第２の
遮蔽部材である遮蔽部材１３０が設けられている。即ち、遮蔽部材１３０は、各コネクタ
２１３、２３３間の放射ノイズＮの授受を防止するものである。尚、遮蔽部材１３０は、
コネクタ本体２６の内部２６ｉにおいて、倍率可変用コネクタ部２１３と撮像用コネクタ
部２３３との間に設けられている。
【００８６】
　また、遮蔽部材１３０は、樹脂から構成されていることが好ましい。遮蔽部材１３０が
樹脂から構成されておれば、倍率可変用コネクタ部２１３及び撮像用コネクタ部２３３付
近から内部２６ｉ内に放射される放射ノイズＮの伝播を、内部２６ｉにおいて、上述した
樹脂の特性により、第１の空間２６ｉ１内及び第２の空間２６ｉ２内において、倍率可変
用コネクタ部２１３と撮像用コネクタ部２３３との間において確実に遮蔽できる。
【００８７】
　また、遮蔽部材１３０には、図８に示すように、吸引管路５０、送気送水管路５１が貫
通される貫通孔１３０ｋが形成されている。さらに、遮蔽部材１３０には、図示しないが
、接続部材１４０同様、撮像ケーブル７０、倍率可変用ケーブル６０、前方送水管路等の
その他の管路や、撮像ケーブル７０、倍率可変用ケーブル６０等の信号ケーブルが挿通さ
れる貫通孔も形成されている。
【００８８】
　このように、本実施の形態においては、内視鏡コネクタ２５のコネクタ本体２６におい
て、一端側２６ｆに、撮像用コネクタ部２３３が突設され、一端側２６ｆに対向する他端
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側２６ｓに、倍率可変用コネクタ部２１３が突設されていると示した。
【００８９】
　また、本実施の形態においては、撮像用コネクタ部２３３は、コネクタ本体２６の一端
側２６ｆから離間する方向を指向しており、倍率可変用コネクタ部２１３は、ユニバーサ
ルコード２４側を指向している、即ち、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部
２１３とは、互いに異なる方向を指向していると示した。
【００９０】
　このことによれば、ビデオプロセッサ３４から撮像用コネクタ部２３３に電力等の電気
信号を供給した後、また、倍率制御装置４０から倍率可変用コネクタ部２１３に電力等の
電気信号を供給した後、各コネクタ部２３３、２１３から放射ノイズＮが漏れたとしても
、内視鏡コネクタ２５の外部における放射ノイズＮの伝播により、コネクタ部２３３から
漏れた放射ノイズＮがコネクタ部２１３に侵入してしまうことや、コネクタ部２１３から
漏れた放射ノイズＮがコネクタ部２３３に侵入してしまう可能性が低い。即ち、各コネク
タ２３３、２１３間において、放射ノイズＮが授受されてしまうことがない。さらに、コ
ネクタ部２３３から漏れた放射ノイズＮと、コネクタ部２１３から漏れた放射ノイズＮと
が、相乗効果により大きくなってしまい、他の外部機器に侵入してしまうことがない。
【００９１】
　尚、以上のことは、撮像用コネクタ部２３３に、通常の観察用の撮像ケーブル７０に加
え、さらに蛍光観察用等複数の撮像ユニットから延出された撮像ケーブルが接続され、各
撮像ケーブルから放射ノイズＮが放射されることにより、撮像用コネクタ部２３３から、
撮像ケーブルが１本の場合よりも大きな放射ノイズＮが漏れてしまう場合に、特に有効で
ある。
【００９２】
　このことから、外部装置２００から内視鏡１に供給する電力レベルを上げることなく、
簡単な構成により、コネクタ部２１３、２３３間におけるＥＭＣ対策を施すことができる
内視鏡１を提供するができる。
【００９３】
　また、本実施の形態においては、コネクタ本体の内部２６ｉにおいて、撮像用コネクタ
部２３３及び倍率可変用コネクタ部２１３付近から内部２６ｉに放射される放射ノイズＮ
を遮蔽する各遮蔽部材１１０、１２０、１３０が設けられているとともに、外装部材２６
ｇ自体が、放射ノイズＮを遮蔽する遮蔽部材として構成されていると示した。
【００９４】
　このことによれば、撮像用コネクタ部２３３及び倍率可変用コネクタ部２１３付近から
内部２６ｉに放射される放射ノイズＮを、外装部材２６ｇにより、内部２６ｉに閉じこめ
ることができる他、遮蔽部材１１０及び遮蔽部材１３０により、撮像用コネクタ部２３３
の撮像ケーブル７０の露出した信号ケーブルから内部２６ｉに放射される放射ノイズＮを
、第１の内部空間２６ｉ１に閉じこめることができる。
【００９５】
　さらに、遮蔽部材１２０、突出部位２６ｗにおける外装部材２６ｇ及び遮蔽部材１３０
により、倍率可変用コネクタ部２１３の倍率可変用ケーブル６０から延出された複数本の
信号線から内部２６ｉに放射される放射ノイズＮを、第２の内部空間２６ｉ２に閉じこめ
ることができる。
【００９６】
　その結果、ビデオプロセッサ３４から撮像用コネクタ部２３３に電力等の電気信号を供
給した後、また、倍率制御装置４０から倍率可変用コネクタ部２１３に電力等の電気信号
を供給した後、各コネクタ部２３３、２１３付近から放射ノイズＮがコネクタ本体２６の
内部２６ｉに漏れたとしても、内部２６ｉにおける放射ノイズＮの伝播により、コネクタ
部２３３から漏れた放射ノイズＮがコネクタ部２１３に侵入してしまうことや、コネクタ
部２１３から漏れた放射ノイズＮがコネクタ部２３３に侵入してしまうことがない。即ち
、各コネクタ２３３、２１３間において、放射ノイズＮが授受されてしまうことがない。
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【００９７】
　以上から、外部装置２００から内視鏡１に供給する電力レベルを上げることなく、簡単
な構成により、コネクタ部２１３、２３３間におけるＥＭＣ対策を施すことができる内視
鏡１を提供するができる。
【００９８】
　尚、以下変形例を、図１１を用いて示す。図１１は、内視鏡コネクタにおける撮像用コ
ネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける位置の変形例の概略を示す内視鏡コネクタの
平面図である。
【００９９】
　本実施の形態においては、撮像用コネクタ部２３３は、中心軸Ｋを境界として一面側と
なるコネクタ本体２６の一端側２６ｆの円筒部位２６ｔにおいて、該一端側２６ｆから離
間する方向を指向するよう突設されており、倍率可変用コネクタ部２１３は、中心軸Ｋを
挟んで一端側２６ｆとは対向する他面側となるコネクタ本体２６の他端側２６ｓの突出部
位２６ｗにおいて、ユニバーサルコード２４側を指向するよう突設されていると示した。
【０１００】
　これに限らず、撮像用コネクタ部２３３と、倍率可変用コネクタ部２１３とが互いに異
なる方向を指向しておれば、図１１に示すように、倍率可変用コネクタ部２１３は、コネ
クタ本体２６の他端側２６ｓにおいて、該他端側２６ｓから離間する方向を指向するよう
突設されていても構わない。
【０１０１】
　このように、倍率可変用コネクタ部２１３をコネクタ本体２６の他端側２６ｓに設けて
も、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０２】
　また、以下、別の変形例を、図１２を用いて示す。図１２は、内視鏡コネクタにおける
撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける位置を、図１１とは異なる位置とす
る変形例の概略を示す内視鏡コネクタの平面図である。
【０１０３】
　図１２に示すように、撮像用コネクタ部２３３と、倍率可変用コネクタ部２１３とが、
コネクタ本体２６における一端側２６ｆと他端側２６ｓとのそれぞれの位置において、中
心軸Ｋに対し、対称となるようそれぞれ突設されていても構わない。
【０１０４】
　また、撮像用コネクタ部２３３が一端側２６ｆに突設される際、及び倍率可変用コネク
タ部２１３が他端側２６ｓに突設される際、撮像用コネクタ部２３３及び倍率可変用コネ
クタ部２１３の指向方向が、図１２に示すように、中心軸Ｋに対し、設定角度θ傾くよう
に突設されても、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０５】
　また、以上のことは、撮像用コネクタ部２３３及び倍率可変用コネクタ部２１３が、コ
ネクタ本体２６の円筒部位２６ｔに突設される場合に適用しても同様である。
【０１０６】
　また、以下、別の変形例を、図１３を用いて示す。図１３は、内視鏡コネクタにおける
撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける位置を、図１１、図１２とは異なる
位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの部分平面図である。
【０１０７】
　図１３に示すように、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３とが、コ
ネクタ本体２６において、一端側２６ｆと他端側２６ｓとのそれぞれにおいて、互いに対
向する位置に突設されていても構わない。具体的には、円筒部位２６ｔにおける一端側２
６ｆと他端側２６ｓとのそれぞれにおいて、中心軸Ｋに対し対称に、撮像用コネクタ部２
３３と、倍率可変用コネクタ部２１３とが設けられていても構わない。
【０１０８】
　この場合、撮像用コネクタ部２３３は、一端側２６ｆから、該一端側２６ｆから離間す
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る方向を指向するよう突設されており、倍率可変用コネクタ部２１３は、他端側２６ｓか
ら、該他端側２６ｓから離間する方向を指向するよう突設されている。
【０１０９】
　尚、以上のことは、撮像用コネクタ部２３３及び倍率可変用コネクタ部２１３が、コネ
クタ本体２６の円筒部位２６ｔ以外に設けられている場合であっても同様である。
【０１１０】
　また、以下、別の変形例を、図１４、１５、１７を用いて示す。図１４は、内視鏡コネ
クタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける位置を、図１１～図１
３とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの部分端面図である。
【０１１１】
　また、図１５は、内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部
を設ける位置を、図１１～図１４とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネク
タの部分端面図、図１７は、内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コ
ネクタ部を設ける位置を、図１１～図１５とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視
鏡コネクタの部分端面図である。
【０１１２】
　本実施の形態においては、撮像用コネクタ部２３３がコネクタ本体２６の一端側２６ｆ
に突設され、倍率可変用コネクタ部２１３がコネクタ本体２６の他端側２６ｓに突設され
ていると示した。
【０１１３】
　これに限らず、図１４に示すように、撮像用コネクタ部２３３が、中心軸Ｋに直交する
とともに、一端側２６ｆと他端側２６ｓとを結ぶ方向に直交する方向における、第１の側
となる下端側２６ｑに突設され、倍率可変用コネクタ部２１３が、中心軸Ｋに直交すると
ともに、一端側２６ｆと他端側２６ｓとを結ぶ方向に直交する方向における、第１の側に
対向する第２の側となる上端側２６ｐに、撮像用コネクタ部２３３に対向するよう突設さ
れていても構わない。
【０１１４】
　つまり、中心軸Ｋに直交するＫ２に分割される下端側２６ｑを第１の側、上端側２６ｐ
を第２の側として、倍率可変用コネクタ部２１３、撮像用コネクタ部２３３が突設される
。
【０１１５】
　また、図１５に示すように、第１の側となる、一端側２６ｆと下端側２６ｑとの略中間
位置２６ｘに、撮像用コネクタ部２３３が突設されていても構わないし、第１の側に対向
する第２の側となる、他端側２６ｓと上端側２６ｐとの略中間位置２６ｙに、倍率可変用
コネクタ部２１３が、撮像用コネクタ部２３３に対向するよう突設されていても構わない
。
【０１１６】
　つまり、中心軸Ｋに直交するＫ３に分割される位置２６ｘを第１の側、位置２６ｙを第
２の側として、もしくは、中心軸Ｋに直交するＫ４に分割される位置２６ｘを第１の側、
位置２６ｙを第２の側として、倍率可変用コネクタ部２１３、撮像用コネクタ部２３３が
突設される。
【０１１７】
　また、中心軸Ｋは、コネクタ本体２６の断面の略中心位置を通過する軸であることから
、図１７に示すように、中心軸Ｋに直交する軸Ｋ２を中心軸に設定し、中心軸Ｋ２に対し
て、対称となるよう、コネクタ本体２６に、倍率可変用コネクタ部２１３と撮像用コネク
タ部２３３とが突設されていても構わない。
【０１１８】
　即ち、コネクタ本体２６における他端側２６ｓと上端側２６ｐとの略中間位置２６ｙに
、倍率可変用コネクタ部２１３が突設され、コネクタ本体２６における他端側２６ｓと下
端側２６ｑとの略中間位置２６ｚに、撮像用コネクタ部２３３が、中心軸Ｋ２を中心線し
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て倍率可変用コネクタ部２１３に対向するよう突設されていても構わない。
【０１１９】
　このように、図１４、図１５、図１７に示す位置であっても、上述した本実施の形態と
同様の効果を得ることができる。
【０１２０】
　また、以下、別の変形例を、図１６を用いて示す。図１６は、倍率可変用コネクタ部を
設ける位置の変形例を示す、内視鏡コネクタ及びユニバーサルコードの部分断面図である
。
【０１２１】
　本実施の形態においては、撮像用コネクタ部２３３をコネクタ本体２６の一端側２６ｆ
に設け、倍率可変用コネクタ部２１３を他端側２６ｓに設けると示した。
【０１２２】
　これに限らず、図１６に示すように、撮像用コネクタ部２３３と、倍率可変用コネクタ
部２１３とが突設される指向方向が異なっておれば、第１の側２６ｆに中心軸Ｋに略直交
する突出部位２６ｗが設けられ、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３
とが同じ側に設けられていても構わない。
【０１２３】
　この場合、本実施の形態よりは、各コネクタ部２１３、２３３間における放射ノイズＮ
の侵入を防ぐ効果が劣ることになるが、各コネクタ部２１３、２３３の指向方向が異なっ
ていることにより、本実施の形態と略同様の効果を得ることができる。
【０１２４】
　また、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３とが同じ側に設けられて
いることから、撮像用コネクタ部２３３に対する、ビデオプロセッサ用ケーブル３５の接
続部３５１の接続性、及び倍率可変用コネクタ部２１３に対する、倍率制御用ケーブル４
２の接続部３４の接続性が向上する。
【０１２５】
　尚、以上のことは、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３とが、他端
側２６ｓに設けられている場合であっても同様である。
【０１２６】
　尚、以下、別の変形例を、図１８、図１９を用いて示す。図１８は、撮像用コネクタ部
及び倍率可変用コネクタ部を設ける位置の変形例を示す、内視鏡コネクタの部分平面図、
図１９は、図１８とは異なる位置に、倍率可変用コネクタ部を設ける変形例を示す、内視
鏡コネクタの部分平面図である。
【０１２７】
　撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３とが同じ側、例えば、第１の側
２６ｆに設けられる場合、図１８に示すように、コネクタ本体２６の第１の側２６ｆから
該第１の側２６ｆから離間するよう外方に突出して、中心軸Ｋに対し平行に折り曲げられ
たＬ字部材２６５の外表面２６５ｇに、撮像用コネクタ部２３３が設けられ、コネクタ本
体２６の第１の側２６ｆに倍率可変用コネクタ部２１３が設けられていてもよい。
【０１２８】
　この場合、各コネクタ部２１３、２３３間において、各コネクタ部２１３、２３３から
放射される放射ノイズＮが授受されることを、Ｌ字部材２６５が遮蔽することから、図１
６に示した構成と略同様の効果を得ることができる。
【０１２９】
　尚、撮像用コネクタ部２３３が、コネクタ本体２６の第１の側２６ｆに設けられ、倍率
可変用コネクタ部２１３が、Ｌ字部材２６５の外表面２６５ｇに設けられていても構わな
い。
【０１３０】
　また、倍率可変用コネクタ部２１３は、図１９に示すように、Ｌ字部材２６５の突出部
の面２６５ｍにおいて、中心軸Ｋと平行な方向となるユニバーサルコード２４側を指向す
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るように設けられていても構わない。尚、この場合であっても、撮像用コネクタ部２３３
が、Ｌ字部材２６５の突出部の面２６５ｍにおいて、ユニバーサルコード２４側を指向す
るように設けられ、倍率可変用コネクタ部２１３が、Ｌ字部材２６５の外表面２６５ｇに
設けられていても構わない。
【０１３１】
　尚、以上のことは、コネクタ本体２６の第２の側２６ｓに、撮像用コネクタ部２３３と
倍率可変用コネクタ部２１３とが設けられる場合であっても同様である。この場合、Ｌ字
部材２６５は、第２の側２６ｓに設けられる。
【０１３２】
　また、本実施の形態においては、突出部位２６ｗに設けられる第２の電気コネクタ部は
、倍率可変用コネクタ部２１３を例に挙げて示したが、これに限らず、内視鏡１に設けら
れる入出力用の電気コネクタ部であれば、例えば挿入部２の形状を検出する際に用いられ
る形状検知機構用の電気コネクタ部や、内視鏡１の湾曲部１２を電動湾曲させる際に用い
られる電動湾曲制御装置用の電気コネクタ部、蛍光観察の際の撮像用の電気コネクタ部等
に適用しても、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３３】
　また、本実施の形態においては、第１の電気コネクタ部を、撮像用コネクタ部２３３と
し、第２の電気コネクタ部を、倍率可変用コネクタ部２１３として示したが、これに限ら
ず、第２の電気コネクタ部を、撮像用コネクタ部２３３とし、第１の電気コネクタ部を、
倍率可変用コネクタ部２１３としても構わない。即ち、一端側２６ｆに、倍率可変用コネ
クタ部２１３が突設され、他端側２６ｓに、撮像用コネクタ部２３３が突設されていても
構わない。尚、この場合、電極２３３ｔは、第２の電極となり、電極２１３ｔは、第１の
電極となる。
【０１３４】
　さらに、本実施の形態においては、内視鏡１の内視鏡コネクタ２５に設けられる２つの
入出力用の電気コネクタとして、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３
とを例に挙げて示したが、他の２つの入出力用の電気コネクタ部間の、ＥＭＣ対策に適用
しても、本実施の形態と同様の効果を得ることができるということは、勿論である。
【０１３５】
　また、例えば操作部に設けられる入出力用の電気コネクタ部間のＥＭＣ対策に適用して
も、本実施の形態と同様の効果を得ることができるということは、云うまでもない。
【０１３６】
　さらに、本実施の形態においては、内視鏡コネクタ２５に設ける遮蔽部材として、コネ
クタ本体２６の外装部材２６ｇ、遮蔽部材１１０、遮蔽部材１２０、遮蔽部材１３０を例
に挙げて示したが、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３との間におい
て、内視鏡コネクタ２５の外側から伝播される放射ノイズＮを防ぐ目的のみであれば、遮
蔽部材を、外装部材２６ｇのみから構成しても構わない。
【０１３７】
　また、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３との間において、コネク
タ本体２６の内部２６ｉにおいて伝播される放射ノイズＮを防ぐ目的のみであれば、遮蔽
部材を、遮蔽部材１３０のみから構成しても構わない。
【０１３８】
　さらに、撮像用コネクタ部２３３と倍率可変用コネクタ部２１３との間において、内視
鏡コネクタ２５の外側及びコネクタ本体２６の内部２６ｉにおいて伝播される両方の放射
ノイズＮを確実に防ぐ目的からすると、遮蔽部材１１０、１２０は、コネクタ本体２６の
内部２６ｉに設けられていることが好ましいが、最低限、外装部材２６ｇ及び遮蔽部材１
３０のみの構成であっても、内視鏡コネクタ２５の外側及びコネクタ本体２６の内部２６
ｉにおいて伝播される両方の放射ノイズＮを防ぐことができる。
【０１３９】
　また、本実施の形態における遮蔽部材を構成するコネクタ本体２６の外装部材２６ｇ、
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遮蔽部材１１０、遮蔽部材１２０、遮蔽部材１３０は、全て樹脂から構成されていても構
わないし、全て金属から構成されていても構わない。さらには、本実施の形態のように、
遮蔽部材１３０を樹脂から構成したように、部材毎に、樹脂と金属とを分けて構成しても
構わない。
【０１４０】
　尚、遮蔽部材を全て樹脂から構成した場合は、コネクタ本体２６の内部２６ｉから、上
述したように、各コネクタ部２３３、２１３を介して、放射ノイズＮが漏れてしまう可能
性もあるが、各コネクタ部２３３、２１３は、異なる方向を指向しているため、各コネク
タ２３３、２１３間への放射ノイズＮの侵入や、相乗効果により放射ノイズＮが大きくな
ってしまうことを、本実施の形態同様、防止することができる。
【０１４１】
　また、本実施の形態においては、医療用の内視鏡を例に挙げて示したが、これに限らず
、工業用の内視鏡に本実施の形態を適用しても構わないということは、勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本実施の形態の内視鏡を有する内視鏡装置の構成の概略を示す図。
【図２】図１の内視鏡を拡大して示す図。
【図３】図２の内視鏡コネクタに設けられた撮像用コネクタ部に、ビデオプロセッサ用ケ
ーブルの接続部が装着される状態を示す部分斜視図。
【図４】図３のビデオプロセッサ用ケーブルの接続部が撮像用コネクタ部に対し回転され
て固定される状態を示す部分斜視図。
【図５】図２の内視鏡コネクタに設けられた倍率可変用コネクタ部に、倍率制御用ケーブ
ルが装着、固定される状態を示す部分斜視図。
【図６】図２の内視鏡の内視鏡コネクタを、光源接続用コネクタの方向からみた図。
【図７】図６中のVII-VII線に沿う内視鏡コネクタをユニバーサルコードの一部とともに
示す部分断面図。
【図８】図７の第２の遮蔽部材の構成の概略を、吸引口金、送気送水口金とともに示す斜
視図。
【図９】図７の第４の遮蔽部材の一例を示す斜視図。
【図１０】図９の第４の遮蔽部材の別の例を示す斜視図。
【図１１】内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける
位置の変形例の概略を示す内視鏡コネクタの平面図。
【図１２】内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける
位置を、図１１とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの平面図。
【図１３】内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける
位置を、図１１、図１２とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの部分
平面図。
【図１４】内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける
位置を、図１１～図１３とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの部分
端面図。
【図１５】内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける
位置を、図１１～図１４とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの部分
端面図。
【図１６】倍率可変用コネクタ部を設ける位置の変形例を示す、内視鏡コネクタ及びユニ
バーサルコードの部分断面図。
【図１７】内視鏡コネクタにおける撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける
位置を、図１１～図１５とは異なる位置とする変形例の概略を示す内視鏡コネクタの部分
端面図。
【図１８】撮像用コネクタ部及び倍率可変用コネクタ部を設ける位置の変形例を示す、内
視鏡コネクタの部分平面図。
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【図１９】図１８とは異なる位置に、倍率可変用コネクタ部を設ける変形例を示す、内視
鏡コネクタの部分平面図。
【符号の説明】
【０１４３】
　１…内視鏡
　１ｈ…内視鏡本体
　２…挿入部
　３…操作部
　２４…ユニバーサルコード
　２５…内視鏡コネクタ
　２６…コネクタ本体
　２６ｆ…一端側
　２６ｇ…外装部材
　２６ｉ…内部
　２６ｐ…他端側
　２６ｑ…下端側
　２６ｓ…上端側
　２６ｘ…中間位置
　２６ｙ…中間位置
　３４…ビデオプロセッサ
　４０…倍率制御装置
　５０…吸引管路
　５１…送気送水管路
　６０…倍率可変用ケーブル
　７０…撮像ケーブル
　１１０…遮蔽部材
　１１１…第１のカップ状部材
　１１２…第２のカップ状部材
　１２０…遮蔽部材
　１３０…遮蔽部材
　１３０ｋ…貫通孔
　２００…外部装置
　２１３…倍率可変用コネクタ部
　２１３ｔ…電極
　２３３…撮像用コネクタ部
　２３３ｔ…電極
　３４１…第１の電気接点
　４４２…第２の電気接点



(19) JP 5173164 B2 2013.3.27

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(20) JP 5173164 B2 2013.3.27

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(21) JP 5173164 B2 2013.3.27

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(22) JP 5173164 B2 2013.3.27

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(23) JP 5173164 B2 2013.3.27

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０１－３１０６３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０６８７１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２５６９７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５１５９４４６（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４　　



专利名称(译) 内视镜

公开(公告)号 JP5173164B2 公开(公告)日 2013-03-27

申请号 JP2006220465 申请日 2006-08-11

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

当前申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

[标]发明人 吉満浩一
大田原崇

发明人 吉満 浩一
大田原 崇

IPC分类号 A61B1/06

CPC分类号 A61B1/00114 A61B1/00124 A61B1/00126 A61B1/00128

FI分类号 A61B1/06.D A61B1/00.300.B A61B1/00.650 A61B1/06.520

F-TERM分类号 4C061/FF07 4C061/JJ15 4C061/NN03 4C061/UU09 4C161/FF07 4C161/JJ15 4C161/NN03 4C161
/UU09

代理人(译) 伊藤 进

其他公开文献 JP2008043450A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供能够在每个电连接器部分之间应用EMC对策的内窥
镜，其具有简单的配置，而不增加从外部设备提供给内窥镜的功率水
平。 从内窥镜连接器25的一端侧26f突出并连接到视频处理器34的第一
电触点341的图像拾取连接器部分233和设置在内窥镜连接器25的一端侧
26f上的图像拾取连接器部分233并且，放大率改变连接器部分213从相对
的另一端侧26s突出并连接到放大控制装置40的第二电触点442。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ee20e71b-d099-4870-9b3c-36d4fe4dbf33
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038537585/publication/JP5173164B2?q=JP5173164B2

